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就労の質を考えた両立支援 
～より良い就労のために産業医ができること～ 
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これを禁ずる。Copyrightⓒ2017は産業医科大学が保有する。 



本日のテーマ、「就労の質」とは？ 

• 経営者の立場で言えば 

 生産性低下防止 

 職場内のモラール向上 

 福利厚生 

• 労働者の立場で言えば 

生活の糧 

生きがい 

社会貢献 
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人によって重点の置き場が違う 



がん患者の就労を取り巻く現状 
• 70歳までに約2割の人ががんに罹患する 

（うつ病の生涯有病率 男性3.7％、女性9.1％、計6.6％） 

• 全がんの5年相対生存率は62.1％（男性59.1％、女性
66.0％） 
（2006年～2008年、国立がん研究センターがん情報サービスより） 

 →慢性疾患としてのがん、一方で世間のイメージは・・・ 

• がんと診断された後の離職率が約３割 

• 臨床系ガイドラインの就業関係の記載はほとんどなし 

• 業務起因や業務遂行と関係の深いメンタルヘルスと違
い産業保健の現場でほとんど取り上げられなかった。 

• 平成28年2月「事業場における治療と就業生活の両立
支援のためのガイドライン」 3 



事業場における治療と職業生活の両立支援 
のためのガイドライン 

1. 治療と職業生活の両立支援を巡る状況 

2. 治療と職業生活の両立支援の位置づけと意義 

3. 治療と職業生活の両立支援を行うに当たって
の留意事項 

4. 両立支援を行うための環境整備    
（実施前の準備事項） 

5. 両立支援の進め方 

6. 特殊な場合の対応 
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厚生労働省 
（労働基準局、健康局、職業安定局） 
   平成28年2月 



ガイドラインでの両立支援の進め方 

 労働者が、自らの仕事に関す
る情報を主治医に提供 

 主治医から必要な情報の受領 
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両立支援を必要とする労働者
からの事業者への情報提供 

治療の状況等の必要に応じた
主治医からの情報提供 

就労可否、必要な配慮等に関
する産業医等の意見聴取 

「両立支援プラン」、「職場復帰
プラン」の策定 

 主治医からの情報が不十分
な場合には、産業医等が主
治医から情報を収集 



検索式でヒットした論文 
206 編 

タイトル及び要約で残った論文 
94 編 

本文で残った論文 
47 編 

削除された論文 112編 

削除された論文 46編 

国内及び海外で所蔵館が確認できなかった論文 1編 

本調査における論文選別 

criteria 



• 47編の論文の「結果」に記載されている 
がん就労者の復職に関わる事象 について分類した。 

【結果及び考察】 

1.症状または 
機能低下 

2.病院から 
の支援 

3.職場から 
の配慮 

4.家族・社会 
からの支援 

5.患者本人 
の要因 



働くがん患者の両立を阻害する要因は？ 
～文献レビューから見えてきたもの～ 

＜職場側の要因＞      原田ら,第88回産衛学会,口演 

• 雇用者 

ビジネスと雇用のバランス 

疾患に対して知識不足の不安からネガティブな考え
が大きい 

• 上司 

他の従業員との公平性に留意しながら業務の通常性
を維持に努める 

• 産業医 

社内規定や法律の枠組みの中で就業上の配慮を提
言しなければならない 
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がん患者の就労支援 

【職場での目指す方向性】 

 就労能力が落ちていない、困っていることがない
労働者には元の業務に戻ることを支援する 

 就労能力が落ちていないが、困っていることが
ある労働者には困っていることを解消することを
サポートする 

 就労能力が落ちている労働者の場合には、本人
との話し合ったうえで今後の方向性を決めていく 

 

9 



困っていることを 
同定する 



★がん種に特有なもの 

1. 「がんそのもの／外科手術」が引き起こす症
状 

2. 「化学療法／放射線療法」によって引き起こ
される症状 

 

★がん種に特有でないもの 

1. 治療による間接的な影響、「心理的」な影響 

 

 

 

「がん」が引き起こす身体症状 
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がん種に特有でないもの 

疲労（59％）、何も成し遂げることができない（51％）、弱
っている（50％）、心配（43％）、苦痛（42％）、嗜眠（41
％）、うとうとする（41％）、食欲の欠如（41％）、ドライマ
ウス（37％）、神経質（34％）、過敏・怒りっぽい（33％）、
悲しみ（32％）、痛み（34％）、気が沈む（33％）、便秘（
32％）、記憶力の低下（30％）、ひりひりする・しびれる（
29％）、呼吸減弱（29％）、注意力の低下（23％） 

Charles S. Cleeland, Assessing symptom distress  
in cancer patients, Cancer 89(7), 2000, p1634~1646 
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【方法】 患者In-Depth Interview調査 

1） 対象者の選出 

• 2015年3月-2016年3月の1年間 

• 産業医科大学病院を受診 

• 循環器疾患の治療のため2010年3月以降に 

 休職及び復職をした経緯のある就労者  

 



• 復職に直接的・間接的
影響を 

 与える課題に関わる 

• 68個の小カテゴリ、 

• 10個の大カテゴリ、 

 に類型化された。 

 

 

 

 

【 大カテゴリ 】 
 

１．業務遂行能力の低下 

２．心理的影響 

３．本人背景 

４．自助努力 

５．職場背景 

６．職場の受け入れ 

７．職場の適正配置 

８．社会・家族背景 

９．職場と医療の連携 

10．情報獲得 



「安全配慮」の視点 
～作業と健康のミスマッチ解消～ 
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健康問題が仕事に 
影響を与える分類 

類型1：仕事が持病を悪化させる恐れ 

類型2：事故・災害リスク 

類型3：健康管理（保健指導・受診勧奨） 

 

藤野ら．産業医が実施する就業措置の文脈に関する質的調査． 
産業衛生学雑誌 2012; 54 (6): 267–275 

安全配慮義務パターン 
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健康問題が仕事に 
影響を与える分類 

 

 

 

 

 

 

類型5：適性判断 

藤野ら．産業医が実施する就業措置の文脈に関する質的調査． 
産業衛生学雑誌 2012; 54 (6): 267–275 

合理的配慮 
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類型1：仕事が持病を悪化させ
る恐れのある場合 

 仕事（作業）をすることで疾病経過に直接的に
何らかの影響を及ぼす可能性がある。基本的
には「高負荷業務」の場合に該当する可能性が
あり。 

 

法的根拠：病者の就業禁止（安衛法第６８条、
安衛則第６１条） 

安全配慮義務パターン 
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類型2：事故・災害リスク 

 仕事（作業）をすることで自己のみならず他者
を巻き込むような重大な災害が引き起こされる
可能性がある。「失神」や「認知機能」に障害が
出た場合に該当。基本的には「高危険業務」の
場合に該当する可能性があり。 

 

安全配慮義務パターン 
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類型3：健康管理（保健指導・
受診勧奨） 

 仕事（作業）による影響で本人の健康管理が
おろそかになり本来必要な治療の継続ができ
なくなる。 

 

例： 

• 受診日に休みが取れる配慮 

• 夜勤・長時間残業による疲労が蓄積し治療がおろそ
かになる（内服できない・受診を忘れる）ことを防止 

安全配慮義務パターン 
20 



バリアフリーとユニバーサルデザイン 

• バリアフリー 

障害者が働きにくい環境を改善・排除する 

 

 

• ユニバーサルデザイン 

すべての労働者が働きやすい環境を整備する 
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職務遂行性に関する 
就業上の意見 

本来求められるレベル 
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就業制限パターン 
本来求められるレベル 

短時間勤務 
重量物作業
の禁止 
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就業配慮パターン 
本来求められるレベル 冶具の使用 休める環境 
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安全配慮に基づく 
就業上の意見を述べる際の注意点 
• 就業制限の期間を決める：病状は「固定」ではない（
良くなっていくことも、悪くなっていくことも…）。定期
的に面談を行い就業制限を変更する必要有り。 

• 周囲への影響の検討：その就業制限によって周囲（
特に同僚・上司）に何らかの影響(業務負担が増え
るケースが多い)がかかっていることを念頭に置く。 

• がんの場合、安全配慮上対応しないといけないケー
スは比較的少ない 

• 過度な制限は雇用に影響を与えるケースも… 
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上司・同僚の苦悩 

26 

チームとして100の仕事 

Aさん 

病気： 
産業医 

私だって 

両親の介護を 

抱えて3時間 

睡眠なのに・・・ 

子供が夜泣きで 

ほとんど 

眠れないのに 



適性判断パターン（類型5） 

• 直接的に健康を害さない 

• 事故等のリスクはない 

• 事業者が障害に対する配慮をすることによっ
て、従業員が働きやすくするための就業上の
配慮。海外ではReasonable accommodation（

合理的配慮）と呼ばれる。本人の申し出を重
視する。 
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障害者権利基本条約 

 日本では2014年1月20日に批准。現在の批准国
は140カ国。障害者の雇用について国際的なスタ
ンダードの条約。障害（disability）に関して企業に
合理的配慮（reasonable accommodation）を求め
ている。 
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“Nothing About Us Without Us” 
私たちのことを，私たち抜きに決めないで 

8回にわたるアドホック委員会の会合を経て，

2006年12月に国連総会で採択 



がん患者に関する 
Reasonable accommodation 

• 疲労/倦怠感 

• 治療が継続できる手当 

• 皮膚の刺激 

• ストレス 

• 温度に対しての感受性 

Source : Job Accommodation Network 
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産業医が検討する就業支援 
「就業配慮」に関する思考プロセス 
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安全配慮 

合理的配慮 

積極的改善措置 

・本人の直接的な健康被害 
・他者を巻き込む事故の発生 
について評価する 

懸念あり 

懸念なし 

懸念なし 

・障害に対するバリアをなくす 
・本人の申し出を検討する 
について評価する 

予見可能性、相当因果可能性、 
結果回避可能性 

懸念あり 

・許容できる業務最低限の設定 
・上司・人事を含めた調整 
・納得感の醸成 
医学モデル ＜ 社会モデル 

要 

不要 

就業配慮の決定 ©Tateishi S, All Rights Reserved, 2016 



有病者の就労支援図 

患者 

労働者 

医療機関 

企 業 

地 

域 

医 師 
看護師 
ｺﾒﾃﾞｨｶﾙ 

産業保健スタッフ 
 ＋産業医 
 ＋産業看護職 
職場 
 ＋上司 
 ＋人事 

家族 
 
 
地域資源 
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治療医の立場からできること 
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医療への期待（最近の行政の動き） 

 両立支援のガイドラインにより主治医から企業
に対して労働者の就業上の配慮についてコメン
トすること 

 

 病院として就労支援を実施すること  

 （がん拠点病院の相談支援センター） 
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医療機関調査：結果 

• 共通している部分 

–促進する情報：臨床症状や所見、治療スケジュール 

–阻害する情報：QOL・仕事について見通しのよくない
情報 

–阻害する要因： 

• そもそも仕事は患者に聞いてもよくわからない 

• 職場や産業医からのアプローチがあるケースはまれ 

• 提供した情報がどのように使われるかわからない 

• 提供された情報をもとに解雇など患者に不利益が及ぶ可
能性 

 



情
報 

治療医の良好なアクションについて 

カテゴリー 記載数 

治療内容やスケジュールの提示 7 

治療経過や体調の産業医への提案 7 

復帰時期の提示 1 

配慮の必要性、期間、内容の提示 9 

治療医が先に産業医へコンタクト 4 

会社への一貫した対応 2 

患者との良好なコミュニケーション 4 

就労の継続に対する励まし 3 

行
動 

古屋佑子ら．働くがん患者の就業配慮における産業医から見た
治療医との連携に関する調査．産衛誌 2016; 58(2): 54-62 
 



情
報 

妨げとなった治療医のアクションについて 

カテゴリー 記載数 

提供された情報のあいまいさ 6 

治療医の不十分な状況の把握 4 

就業内容を無視した就業上のコメント 1 

診断書や傷病手当金申請書の不記載 5 

患者のいいなりと思える文書発行 2 

複数の治療医の意見の食い違い 1 

患者本人の生活への無関心 3 

患者とのコミュニケーション不足 5 

行
動 

古屋佑子ら．働くがん患者の就業配慮における産業医から見た
治療医との連携に関する調査．産衛誌 2016; 58(2): 54-62 
 



こんな復職の診断書がほしい！ 
～産業医の立場から 

 肺がんで〇月〇日から○月○日まで入院しました。手術
と抗がん剤治療と放射線療法をしています。 

     ⇒ステージなど仕事と関係ない情報を記載しない 

 抗がん剤は3週に1回の投与の予定です。         
抗がん剤は〇月〇日まで投与予定です。 

     ⇒治療のスケジュールを提示 

 〇月〇日から復職可能です。 ⇒復職可能日の明示 

 復職当初の1か月は疲労が蓄積しやすいので休憩しやす
い環境の整備に配慮ください。また、抗がん剤投与後2日
はだるさや吐き気が続くので体調に応じた配慮をお願い
します。 ⇒就業配慮の背景情報と就業配慮期間の明示 



医療職の行う就業支援 

 入院前まで 

 「辞めないで、とりあえず休職を！」 
 入院中 

 「いい治療をします」（さらなる低侵襲療法の可能性） 
 退院後～外来フォロー中 

 「復職のための準備しましょう」～体力・疲労の改善 
 職場に戻りたい意欲を高めてもらう 

 ちょっとした散歩 

 数時間本を読む 

 自宅以外（図書館など）で過ごす 

 復職期（医療と職場の連携） 
 「就業配慮が得られるように考えましょう」 



参考サイト 
『医師のための就業判定支援NAVI  
～労働者が安心して働けるために～』 
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両立支援ＨＰ  
～産業医実務研修センター～ 
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事例集 
～公開準備中～ 
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参考図書 
働く人の健康状態の評価と就業措置・支援 

￥864 / 日本医師会推薦 
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総論 
各論 
• 健康診断事後措置 
• 長時間労働者面接指導 
• メンタルヘルス復職支援 
• 母性健康管理措置 
• がん患者の就労支援 



企業担当者、管理職向けマニュアル 


